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仕様書 

 

１. 修理対象および内容 

 対象車種：Panasonic 社製 

品番：BE－ELL632S 

型式：ELDU63 

 車両サイズ：26 型 

 修理内容は下表のとおり 

自転車識別番号 修理箇所 

G216G62951 前及び後タイヤの交換 

G216G53031 前タイヤの交換 

G216G61764 後タイヤの交換 

チェーン交換 

 

2．修理実施場所 

都島区役所及び当区指定場所 

 

3．納期 

令和 8 年 1 月 30 日（金）まで 

 

4．留意事項 

(1) 修理にあたっては、安全性を最優先とし、部品交換が必要な場合は同等品または

同等以上の性能を有するものを使用すること。 

(2) 修理車両の引き取り及び納車については、修理場所が都島区内の場合は持ち込み

による引き取り・納車を基本とし、区外の場合は受注者において引き取り及び納

車を実施するものとする。 

(3) 修理後は、動作確認および安全点検を実施のうえ、結果を報告すること。 

(4) 廃部品等が発生した場合は、適切に処分すること。 

 

5.担当 

〒534-8501 大阪市都島区中野町 2-16-20 

大阪市都島区役所 まちづくり推進課 井上・永野 

電話 06-6882-9912 FAX 06-6352-4558 


